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〈レポート〉農林水産業

2　不都合な真実
確かに漁業者は養殖生産だけに注力し、販

売は漁協任せという事態を生じやすいのは事
実であるが、漁協の漁業権を行使しながら独
自の販路を開拓している事例も多い。
ギンザケ養殖の事例では、宮城県漁協、大

手水産会社、飼料メーカーなどがそれぞれ養
殖漁家をグループ化し、発眼卵や飼料の供給、
成魚の販売を受け持っている。販売経路は市
場出荷、産地共販、自社加工に区分されるが、
主に市場集荷とするグループ、ほぼ全量を自
社引取りとするグループなど、グループごと
に特徴がある。基本的には、漁業者が所属す
るグループを選択することで、養殖方法や販
売方法を決めている。
カキ養殖に関しては、韓国産カキの宮城産

への偽装問題を受けて導入されたトレーサビ
リティシステムの運営上、むきカキに関する
漁協の共販システムは統一された作業条件を
求めるなど制約の多い面もあるが、殻付きカ
キの販売では多くの場合独自販路を展開して
いる。なお、ホヤ養殖などは、漁業者自らが
販売するケースが大半である。

3　漁業権管理の実態
漁協が漁業権の免許を受けた漁場は、漁協

が漁業権行使規則を定めて管理することとな
る。この規則において、その他の漁業との調
整上、あるいは漁場環境保全上、養殖施設の
数や規模、養殖密度などに関して一定の制約
を設けることは当然ある。ただし、この規則
制定、変更に際しては総会の特別決議

（注4）

が必要
であり、さらに事前に当該漁業に関係する組
合員の３分の２以上の書面同意が義務付けら
れる（漁業法第８条３項）など、漁場を利用する

横浜国立大学松田教授のブログ「公開書簡」
で、2013年８月８日付の「不都合な真実と都
合のよい作り話」という言葉を目にした。そ
こには、世間は「不都合な真実」よりも「都
合のよいFiction」を使いたがると書かれてお
り、筆者は宮城県の水産業復興特区問題を念
頭に、「まさにその通り」と思った次第である。
その内容について、水産業復興特区のその後
の動向と合わせ、整理する。

1　都合のよい作り話
「今必要な被災地支援とは」というテーマで
の会談で、村井宮城県知事が「合同会社は瞬
間冷凍して保存する設備を持ち、市況を見な
がらカキを出荷する。従来は漁協の制約があ
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復興特区という武器を使って既得権に風穴を
開けていく」と語っている

（注1）

。新聞など多くの
メディアも、「漁協が主導する『共同販売』や
『生産調整』にも従わざるを得ない

（注2）

」などとし
て、漁協が特定区画漁業権（以下「漁業権」）の
免許を受け、漁業者等がそれを行使する仕組
みが漁業経営の自由を奪ってきた、との論調
で報道した。漁協が免許を受けた漁場での養
殖イコール共同販売への参加という「都合の
よい作り話」を前提に、論を展開してきたの
である。また、「漁業権を事実上『独占』する
ことで組合員を管理下に置き、生産調整や漁
場管理を図ってきた

（注3）

」など、漁協が漁業権を
独占していることが問題であるとの論調も多
かった。真実はどうか。もう少し漁業現場の
実態や漁業権制度の理解に努めてもらいたい
ものである。
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てほしい」との付帯意見付きで同意したもの
である

（注5）

が、結果としてこの部分は無視された。
これも「不都合な真実」に当たるのか、これ
を報じたのは筆者の知る限り河北新報社のみ
で、前述の「都合のよい作り話」を報じた各
社は報道しなかった。
この経緯等に関しては、海区委員の一人が、

「漁民を欺くように漁場計画を進めた」ことな
ど不同意とした理由を明らかにし、海区委の
独立性を訴えている

（注6）

。また、適格性に関して
も、「海区委員15人（欠席１名）のうち８人が『適
格性なし』と投票した

（注7）

」が、「総委員の３分の
２以上」（漁業法第14条）に達しなかったことで
認定されたものである。
いずれにせよ、水産業復興特区は９月１日

付でスタートした。その意味するものは、地
先漁場を漁村（＝漁業者の集団）が総有的に一元
管理し、その構成員である漁業者が各自漁業
を営むという、長い歴史を積み重ねた漁業慣
行の破壊であり、漁業者自らが果たしてきた
漁業調整システムの崩壊と漁村（＝漁業者の集
団）の分断をもたらした。漁場利用に関する紛
争に関しては、まず県と漁協が協議し、それ
でも解決策が見いだせない場合は海区委に委
ねることを考えているようであるが、漁協関
係の海区委員４人が辞表を提出するなど県と
漁協の関係が悪化しているなかで果たして効
果が上がるのか。それにもまして、これまで
の未然に防止する仕組みに劣後することは明
らかであろう。また、特区対象の「桃浦かき
生産者合同会社」に参加した漁業者とそれ以
外の漁業者の人間関係をどう再構築するのか、
大きな課題が残っている。
漁協の共同販売に頼らない独自ルートでの

販売も行っている漁業生産組合の代表者は、
漁業権行使に関して「浜のルールがあり、当
然これに従う」と言明した。浜のルールの歴
史と重みをあらためて思う。

（でむら　まさはる）

漁業者（組合員）の意向が強く反映する仕組み
となっている。また、当該規則は知事の認可
を受けて初めて効力を持つという点で、漁業
権免許者のチェックも働く。
要するに、漁協の管理する漁業権は、当該

漁業地域の漁業者集団による実質的な管理と
漁業者各自の漁業権行使から成り立っている
のである。

4　水産業復興特区のその後の動向
宮城県石巻市桃浦地区水産業復興特区は、

国による復興推進計画の認定（４月23日）、宮
城海区漁業調整委員会（以下「海区委」）におけ
る県の漁場計画案への同意（５月14日）を経て、
海区委による同特区での「桃浦かき生産者合
同会社」の漁業権免許の適格性認定（８月７日）
を受けた。
海区委は、航路幅が県自らの認定基準

（200m）を下回り、また航路が屈折して設定さ
れた県の漁場計画案について、「県漁協の要望
については航路も含め尊重し、適切に処理し

（注 1）13年 8月11日付日本経済新聞コラム「日曜に
考える」。傍点は筆者。

（注 2）13年 4月24日付朝日新聞「石巻に水産特区認
定　民間企業に漁業権」

（注 3）13年 4月14日付毎日新聞「宮城の桃浦漁港、
水産特区で集落守る 自前の販路、競争力に」

（注 4）「総組合員（准組合員を除く。）の半数（これを
上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その
割合）以上が出席し、その議決権の 3分の 2（これ
を上回る割合を定款で定めた場合にあっては、そ
の割合）以上の多数による議決を必要とする」（水
産業協同組合法第50条）

（注 5）13年 5月15日付河北新報「漁場区割り案同意 
『漁協尊重』の意見付帯」

（注 6）13年 5月15日付河北新報「持・時論」「海区委
の独立性に疑問」。海区委は、公選委員（漁業者、
漁業従事者によって選出される委員）9人、学識
委員（学識経験者、海区内の公益を代表すると認
められる者の中から都道府県知事が選任する委
員）6人の計15人で構成されるが、投稿者は漁協
関係者ではない公選委員である。

（注 7）13年 8月 8日付河北新報「合同会社に漁業権　
海区委、適格性を認定」
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